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令和５年度 農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 県は、農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業実施要領に基づき、

農業水利施設外来水生植物侵入防止対策緊急支援事業を実施する土地改良区等に対し

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、茨

城県補助金等交付規則（昭和 36 年茨城県規則第 67 号以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要項に定めるところによる。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 補助対象事業、補助対象経費、補助事業者及び補助率は別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交

付申請書（様式第１号）を所轄する農林事務所長（以下、「所長」）に提出しなけれ

ばならない。 

２ 補助申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、各事業主体において当該補助

金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相

当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税

として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定

する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）があり、かつその金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけれ

ばならない。 

  ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場

合はこの限りでない。 

 

（補助金の交付決定の通知） 

第４条  規則第７条の規定により所長が補助申請者に対して行う通知は、補助金交付決

定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 所長は、交付決定の通知を行った場合は、速やかに農林水産部長に対し、前項にて

補助申請者に通知した補助金交付決定通知書の写しを提出するものとする。 

 

（申請の取り下げ期間） 

第５条  規則第８条の知事が定める期日は、補助申請者が前条に規定する交付決定の通

知を受けた日から起算して 15 日以内とする。 

 

（補助事業の内容変更等） 

第６条  補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該

補助金の交付の対象となった事業（以下「補助事業」という。）の内容又は補助事業
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に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書（様式第

３号）を所長に提出し、その承認を受けなければならない。 

  ただし、補助対象経費の 20 パーセントを超えない増減、事業主体の変更以外の軽微

な変更についてはこの限りでない。 

 

（補助事業の中止等） 

第７条  補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ

その理由を記載した書面により所長の承認を受けなければならない。 

２  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難に

なったときは速やかに書面により所長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第８条  補助事業者は、補助事業の遂行中に所長の指示があったときは、速やかに事業

遂行状況報告書（様式第４号）を所長に提出しなければならない。 

 

（概算払） 

第９条  所長は、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の 90

パーセント以内の額を概算払することができる。 

２  補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払申請書（様

式第５号）を所長に提出するものとする。 

 

（事業完了延期の届） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業が予定期間に完了しない場合又は遂行が困難となった

場合は、事業完了延期報告書（様式第６号）により速やかに所長へ報告して承認を受け

なければならない。 

 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したと

きを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して 30 日を経過した日又は、令和６

年３月 31 日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第７号)を所長に提出しなけれ

ばならない。 

２  前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、前項の実績報告書を提出する際に

概算払精算書及び概算払精算内訳書（茨城県財務規則第 274 条の規定に基づく帳票の

様式（平成５年茨城県告示第 404 号）様式第 102 号、103 号）及び補助事業に係る契

約書又は領収書等を併せて提出しなければならない。 

３  補助事業者は、第１項の実績報告書を提出する場合において、第３条第２項ただし

書きに規定する事業主体に係る部分における当該補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかになった場合には、第１項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金

に係る消費税等仕入控除税額を補助金額から減額して報告しなければならない。 

４  補助事業者は、第１項の実績報告書を提出した後において、第３条第２項ただし書
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きに規定する事業主体に係る部分における消費税の申告により当該補助金に係る消費

税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した各事業

主体にあたっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を消費税等仕入控除税

額報告書（様式第８号）により所長に報告するとともに、所長の返還命令を受けてこ

れを返還しなければならない。 

 

（検査及び補助金の額の確定） 

第 12 条  県は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかに確認検査（書類検査又は

必要性を感じた場合は現地調査）規則第 14 条の規定により所長が補助事業者に対して

行う補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書（様式第９号）により通知する

ものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 13 条 規則第 20 条第１項第２号に規定する知事の指定するものは、機械及び重要な

器具並びに同項第３号に規定する知事の定める１件の所得金額 50 万円以上のものとす

る。 

２ 補助事業者は、知事が別に定める期間内において前項の財産を補助金交付の目的に

反して使用し、壌渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。ただし、あらかじ

め知事の承認を受けた場合はこの限りではない。 

 

（証拠書類の保存） 

第 14 条  補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業の完

了の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。ただし、消費税法（昭和 63

年法律第 108 号）第 58 条の規定による帳簿の保存は、同法施行令（昭和 63 年政令第

360 号）第 71 条に規定する期間とする。 

 

付則 

 この要項は令和５年 12 月 25 日から施行する。 

 

（別表） 

補助対象事業 補助対象経費 補助事業者 補助率 

1 農業水利施設外

来水生植物侵入防

止対策緊急支援事

業 

農業用水の取水口にナガエツル

ノゲイトウの侵入を防止させるフ

ェンスを設置する経費 

○その他、所長が特に必要と認め 

たものに係る経費 

 

土地改良区等 補助対象経費の

10/10 とする。 

  


